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 議案第５１号 

 

 

平成２９年度能美市一般会計予算 

 

 

平成２９年度能美市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０，７８０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

  （債務負担行為） 

 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度

額は、「第２表 債務負担行為」による。 

 

  （地方債） 

 第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

「第３表 地方債」による。 

 

  （一時借入金） 

 第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２，０００，０００千円と定める。 

（能美市一般会計） 
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  （歳出予算の流用） 

 第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款

内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

 

     平成２９年３月６日 提出 

 

 

 

                                 能美市長   井 出 敏 朗 

 

 

（能美市一般会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 市 税 ７，９２５，０００

1 市 民 税 ３，２１９，７００

2 固定資産税 ３，７０２，５００

3 軽自動車税 １１３，５００

4 市たばこ税 ３００，０００

5 入 湯 税 ７，８００

6 都市計画税 ５８１，５００

2 地方譲与税 １７０，０００

1 地方揮発油譲与税 ５０，０００

2 自動車重量譲与税 １２０，０００

3 利子割交付金 ４，０００

1 利子割交付金 ４，０００

4 配当割交付金 ３０，０００

1 配当割交付金 ３０，０００

5 株式等譲渡所得割交付金 １０，０００

1 株式等譲渡所得割交付金 １０，０００

6 地方消費税交付金 ８００，０００

-  3  - (能美市一般会計) 



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 地方消費税交付金 ８００，０００

7 ゴルフ場利用税交付金 ３４，０００

1 ゴルフ場利用税交付金 ３４，０００

8 自動車取得税交付金 ３６，０００

1 自動車取得税交付金 ３６，０００

9 地方特例交付金 ３５，０００

1 地方特例交付金 ３５，０００

10 地方交付税 ４，０５０，０００

1 地方交付税 ４，０５０，０００

11 交通安全対策特別交付金 ５，０００

1 交通安全対策特別交付金 ５，０００

12 分担金及び負担金 ４６３，４００

1 分 担 金 １０，１４０

2 負 担 金 ４５３，２６０

13 使用料及び手数料 ２９０，２１３

1 使 用 料 ２０２，８５２

2 手 数 料 ８７，３６１

-  4  - (能美市一般会計) 



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

14 国庫支出金 ２，６７３，６１４

1 国庫負担金 １，４８９，０７３

2 国庫補助金 １，１７３，７９７

3 国庫委託金 １０，７４４

15 県 支 出 金 １，０３０，５８１

1 県 負 担 金 ６５９，４３４

2 県 補 助 金 ２５５，８０４

3 県 委 託 金 １１５，３４３

16 財 産 収 入 ２２，８８９

1 財産運用収入 ２０，８８８

2 財産売払収入 ２，００１

17 寄 附 金 ２６，７１０

1 寄 附 金 ２６，７１０

18 繰 入 金 １，２１１，８５４

1 基金繰入金 １，２０９，８４４

2 特別会計繰入金 ２，０１０

19 繰 越 金 ５０，０００

-  5  - (能美市一般会計) 



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 繰 越 金 ５０，０００

20 諸 収 入 ２２５，６３９

1 延滞金、加算金及び過料 ２

2 預 金 利 子 ３００

3 貸付金元利収入 ６１，５３６

4 受託事業収入 １１，８６１

5 雑 入 １５１，９４０

21 市 債 １，６８６，１００

1 市 債 １，６８６，１００

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２０，７８０，０００

-  6  - (能美市一般会計) 



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 議 会 費 ２１７，１０７

1 議 会 費 ２１７，１０７

2 総 務 費 １，７８９，１０６

1 総務管理費 １，３８６，３１７

2 徴 税 費 ２４０，１７９

3 戸籍住民基本台帳費 ７５，７９２

4 選 挙 費 ６２，３４１

5 統計調査費 ２，９２３

6 監査委員費 ２１，５５４

3 民 生 費 ７，２５１，８７６

1 社会福祉費 ３，３０２，９１７

2 児童福祉費 ３，６８９，１０９

3 生活保護費 ２５９，８１０

4 災害救助費 ４０

4 衛 生 費 ２，０８３，９５３

1 保健衛生費 ８３５，５３６

2 環境衛生費 ３４９，３００

-  7  - (能美市一般会計) 



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

3 清 掃 費 ８９９，１１７

5 労 働 費 １７，０８５

1 労 働 諸 費 １７，０８５

6 農林水産業費 ３３９，２９４

1 農 業 費 ３１５，１６９

2 林 業 費 ２４，０８８

3 水 産 業 費 ３７

7 商 工 費 ３９０，６８９

1 商 工 費 ３９０，６８９

8 土 木 費 ２，８５４，３０４

1 土木管理費 １３７，８７５

2 道路橋りょう費 １，１５１，４６４

3 河 川 費 ６，９２４

4 都市計画費 １，４６７，８４３

5 住 宅 費 ９０，１９８

9 消 防 費 ８８３，７０１

1 消 防 費 ８８３，７０１

-  8  - (能美市一般会計) 



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

10 教 育 費 １，７９２，２９２

1 教育総務費 ３０１，３６７

2 小 学 校 費 ２６４，２１２

3 中 学 校 費 １３２，６１７

4 社会教育費 ６４５，１５４

5 保健体育費 ４４８，９４２

11 災害復旧費 ２５０

1 災害復旧費 ２５０

12 公 債 費 ３，０５８，６６８

1 公 債 費 ３，０５８，６６８

13 諸 支 出 金 ８１，６７５

1 基 金 費 ８１，６７５

14 予 備 費 ２０，０００

1 予 備 費 ２０，０００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ２０，７８０，０００

-  9  - (能美市一般会計) 



事　　　　　項 期　間 限　度　額

第 ２ 表　債 務 負 担 行 為

ごみ焼却施設基幹改良事業 平成３０年度 595,955千円

- 10 - （能美市一般会計）



起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円

公共事業等 557,800

一般廃棄物処理事業 201,400

一般補助施設整備等事業 22,700

一般事業（公共施設等除却） 6,700

一般事業（石綿対策） 1,500

地域活性化事業 3,400

合併特例事業 22,600

臨時財政対策債 870,000

計 1,686,100

第３表　地　　方　　債

普通貸借又は
証券発行

５.０％以内（た
だし、利率見直し
方式で借り入れる
場合は、当該見直
し後の利率）

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合には、その債権者と協定
するものとする。ただし、市
財政の都合により据置期間及
び償還期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利債に借換
することができる。

- 11 - （能美市一般会計）
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 議案第１６号 

 

平成２９年度能美市国民健康保険特別会計予算 

 

 

平成２９年度能美市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，６３６，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

  （一時借入金） 

 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３００，０００

千円と定める。 

 

  （歳出予算の流用） 

 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

     平成２９年３月６日 提出 

 

                                 能美市長   井 出 敏 朗  

 

（能美市国民健康保険特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 国民健康保険税 ９９９，６００

1 国民健康保険税 ９９９，６００

2 使用料及び手数料 １０

1 手 数 料 １０

3 国庫支出金 １，０６３，９１３

1 国庫負担金 ８２６，８８２

2 国庫補助金 ２３７，０３１

4 療養給付費等交付金 ９４，０１０

1 療養給付費等交付金 ９４，０１０

5 前期高齢者交付金 １，６８９，０００

1 前期高齢者交付金 １，６８９，０００

6 県 支 出 金 ２６５，８７２

1 県 負 担 金 ４６，８７２

2 県 補 助 金 ２１９，０００

7 共同事業交付金 １，１６１，７００

1 共同事業交付金 １，１６１，７００

8 財 産 収 入 ９８５

-  2  - (能美市国民健康保険特別会計) 



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 財産運用収入 ９８５

9 寄 附 金 １０

1 寄 附 金 １０

10 繰 入 金 ３６０，４９１

1 一般会計繰入金 ３６０，４９１

△ 基金繰入金 ０

11 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

12 諸 収 入 ３９９

1 延滞金加算金及び過料 ５０

2 預 金 利 子 １０

3 雑 入 ３３９

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ５，６３６，０００

-  2  - (能美市国民健康保険特別会計) 

-  3  - (能美市国民健康保険特別会計) 



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ７５，１５６

1 総務管理費 ６３，６４５

2 徴 税 費 １１，２９１

3 運営協議会費 ２２０

2 保険給付費 ３，５７６，２０５

1 療 養 諸 費 ２，９７３，９９５

2 高額療養費 ５８３，８５０

3 移 送 費 ６０

4 出産育児諸費 １４，７００

5 葬 祭 諸 費 ３，６００

3 後期高齢者支援金等 ５５５，０４２

1 後期高齢者支援金等 ５５５，０４２

4 前期高齢者納付金等 ２，０４０

1 前期高齢者納付金等 ２，０４０

5 老人保健拠出金 ３０

1 老人保健拠出金 ３０

6 介護納付金 １７４，０００

-  4  - (能美市国民健康保険特別会計) 



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 介護納付金 １７４，０００

7 共同事業拠出金 １，１９２，３７６

1 共同事業拠出金 １，１９２，３７６

8 保健事業費 ５１，３４６

1 特定健康診査等事業費 ３２，３８０

2 疾病予防費 １８，９６６

9 基金積立金 ９８５

1 基金積立金 ９８５

10 公 債 費 ５００

1 公 債 費 ５００

11 諸 支 出 金 ７，３２０

1 償還金及び還付加算金 ４，６２０

2 繰 出 金 ２，７００

12 予 備 費 １，０００

1 予 備 費 １，０００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ５，６３６，０００

-  4  - (能美市国民健康保険特別会計) 

-  5  - (能美市国民健康保険特別会計) 
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 議案第１７号 

 

平成２９年度能美市後期高齢者医療特別会計予算 

 

平成２９年度能美市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４８３，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

  （一時借入金） 

 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

３５，０００千円と定める。 

 

  （歳出予算の流用） 

 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。 

（１）後期高齢者医療広域連合納付金の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項

の間の流用 

 

     平成２９年３月６日 提出 

 

                                    能美市長   井 出 敏 朗 

 

（能美市後期高齢者医療特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 保 険 料 ３４７，８０２

1 後期高齢者医療保険料 ３４７，８０２

2 使用料及び手数料 ２０

1 手 数 料 ２０

3 寄 附 金 １０

1 寄 附 金 １０

4 繰 入 金 １３４，６５８

1 一般会計繰入金 １３４，６５８

5 繰 越 金 １０

1 繰 越 金 １０

6 諸 収 入 ５００

1 延滞金及び過料 ２０

2 償還金及び還付加算金 ４５０

3 雑 入 ３０

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４８３，０００

-  2  - (能美市後期高齢者医療特別会計) 



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 １０，８６６

1 総務管理費 ６６３

2 徴 収 費 １０，２０３

2 後期高齢者医療広域連合納付金 ４７１，６２４

1 後期高齢者医療広域連合納付金 ４７１，６２４

3 諸 支 出 金 ４６０

1 償還金及び還付加算金 ４５０

2 繰 出 金 １０

4 予 備 費 ５０

1 予 備 費 ５０

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４８３，０００

-  3  - (能美市後期高齢者医療特別会計) 
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 議案第１８号 

 

平成２９年度能美市介護保険特別会計予算 

 

平成２９年度能美市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４，０３５，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

  （一時借入金） 

 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、  

３００，０００千円と定める。 

 

  （歳出予算の流用） 

 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。 

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

     平成２９年３月６日 提出 

                          

                               能美市長   井 出 敏 朗 

（能美市介護保険特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 保 険 料 ９２０，１９２

1 介護保険料 ９２０，１９２

2 使用料及び手数料 １０

1 手 数 料 １０

3 国庫支出金 ８３２，６５４

1 国庫負担金 ６７５，４５１

2 国庫補助金 １５７，２０３

4 支払基金交付金 １，０８６，９５７

1 支払基金交付金 １，０８６，９５７

5 県 支 出 金 ５８５，７０１

1 県 負 担 金 ５５７，９４３

2 県 補 助 金 ２７，７５８

6 財 産 収 入 １０

1 財産運用収入 １０

7 寄 附 金 １０

1 寄 附 金 １０

8 繰 入 金 ６０９，３４０

-  2  - (能美市介護保険特別会計) 



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 一般会計繰入金 ６０９，３４０

9 繰 越 金 ３０

1 繰 越 金 ３０

10 諸 収 入 ９６

1 延滞金、加算金及び過料 ３０

2 預 金 利 子 １０

3 受託事業収入 １０

4 雑 入 ４６

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，０３５，０００

-  2  - (能美市介護保険特別会計) 

-  3  - (能美市介護保険特別会計) 



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 総 務 費 ６５，２９７

1 総務管理費 ３０，７４７

2 徴 収 費 ４，７４１

3 介護認定審査会費 ２９，８０９

2 保険給付費 ３，７９５，０００

1 介護サービス等諸費 ３，４７９，３１１

2 介護予防サービス等諸費 ９７，２０８

3 その他諸費 ２，０１３

4 高額介護サービス等費 ６６，５９６

5 高額医療合算介護サービス等費 ８，４９６

6 特定入所者介護サービス等費 １４１，３７６

3 財政安定化基金拠出金 １０

1 財政安定化基金拠出金 １０

4 地域支援事業費 １７３，５７０

1 介護予防・生活支援サービス事 ８６，９５７

業費

2 包括的支援事業・任意事業 ８６，６１３

-  4  - (能美市介護保険特別会計) 



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

5 基金積立金 １０

1 基金積立金 １０

6 公 債 費 １００

1 公 債 費 １００

7 諸 支 出 金 ８１３

1 償還金及び還付加算金 ８１３

8 予 備 費 ２００

1 予 備 費 ２００

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 ４，０３５，０００

-  5  - (能美市介護保険特別会計) 
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 議案第１９号 

 

平成２９年度能美市温泉事業特別会計予算 

 

 

平成２９年度能美市の温泉事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０，５００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

  （一時借入金） 

 第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０００千円

と定める。 

 

     平成２９年３月６日 提出 

 

                                     能美市長   井 出 敏 朗 

（能美市温泉事業特別会計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 使用料及び手数料 ８，３６９

1 使 用 料 ８，３６９

2 財 産 収 入 １３

1 財産運用収入 １３

3 繰 入 金 １，７９０

1 基金繰入金 １，７９０

4 繰 越 金 ３２８

1 繰 越 金 ３２８

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １０，５００

-  2  - (能美市温泉事業特別会計) 



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 温泉事業費 １０，４８７

1 温泉事業費 １０，４８７

2 諸 支 出 金 １３

1 基 金 費 １３

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １０，５００

-  3  - (能美市温泉事業特別会計) 
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議案第２０号 

 

平成２９年度能美市農業集落排水事業特別会計予算 

 

 

平成２９年度能美市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

  （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７１，２００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 （地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方

法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

 

  （一時借入金） 

 第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、４０，０００千円と定める。 

 

 

     平成２９年３月６日 提出 

 

                                 能美市長   井 出 敏 朗 

（能美市農業集落排水事業特別会計）

計） 



第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算

     （歳　入） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 分担金及び負担金 ６０１

1 分 担 金 ６００

2 負 担 金 １

2 使用料及び手数料 ２８，２１３

1 使 用 料 ２８，２１２

2 手 数 料 １

3 県 支 出 金 ４１，１５０

1 県 補 助 金 ４１，１５０

4 財 産 収 入 ８６

1 財産運用収入 ８６

5 繰 入 金 ３８，６００

1 一般会計繰入金 ３４，０００

2 基金繰入金 ４，６００

6 繰 越 金 ５５０

1 繰 越 金 ５５０

7 市 債 ６２，０００

1 市 債 ６２，０００

-  2  - (能美市農業集落排水事業特別会計) 



(単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

歳　　　　　　　　入　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １７１，２００

-  3  - (能美市農業集落排水事業特別会計) 



     （歳  出） (単位：千円)

款 項 金　　　　　　　　　　　　額

1 事 業 費 １０９，７９６

1 事 業 費 １０９，７９６

2 公 債 費 ６１，３１８

1 公 債 費 ６１，３１８

3 諸 支 出 金 ８６

1 基 金 費 ８６

歳　　　　　　　　出　　　　　　　　合　　　　　　　　計 １７１，２００

-  4  - (能美市農業集落排水事業特別会計) 



起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円

農業集落排水事業債 42,000

下水道資本費平準化債 20,000

計 62,000

第　２　表　　　地　　方　　債

普通貸借又は
証券発行

５.０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる場合
は、当該見直し
後の利率）

政府資金については、その
融資条件により、銀行その
他の場合には、その債権者
と協定するものとする。た
だし、市財政の都合により
据置期間及び償還期間を短
縮し、もしくは繰上償還又
は低利債に借換することが
できる。

- 5 - （能美市農業集落排水事業特別会計）

























 

 

議案第２４号 

 

平成２９年度国民健康保険能美市立病院事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 平成２９年度国民健康保険能美市立病院事業会計の予算は次に定めるところによる。 

  

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は次のとおりとする。 

(1)病     院      

 一般病床 ９９床、療養病床 ４０床（うち介護療養型医療施設 １２床) 

  入 院（年間） ３７，０５０人   入 院（１日平均患者数） １０２人 

  外 来（年間） ６６，６４０人   外 来（１日平均患者数） ２４８人 

(2)介護老人保健施設      

 入所定員（短期入所を含む） ７４人  通所リハビリテーション定員 ２５人 

  入所者（年間） ２５，５５０人   入所者（１日平均利用者数） ７０人 

  通所者（年間） ５，１４０人   通所者（１日平均利用者数） ２０人 

 

 

 

 

 

 

- 1 - （能美市立病院事業会計）



 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。 

（収     入）  （支     出） 

第１款 病院事業収益 ２，０８４，０００千円  第１款 病院事業費用 ２，２４２，０００千円 

 第１項 医業収益 １，７５４，２５４千円   第１項 医業費用 ２，２２０，７５８千円 

 第２項 医業外収益 ３２９，７４４千円   第２項 医業外費用 ２０，９４１千円 

 第３項 特別利益 ２千円   第３項 特別損失 ２０１千円 

    第４項 予備費 １００千円 

第２款 介護老人保健施設事業収益 ３９３，８００千円  第２款 介護老人保健施設事業費用 ４４４，１００千円 

 第１項 営業収益 ３８８，２８７千円   第１項 営業費用 ４３１，７３５千円 

 第２項 営業外収益 ５，５１２千円   第２項 営業外費用 １２，３６４千円 

 第３項 特別利益 １千円   第３項 特別損失 １千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。 

（収     入）  （支     出） 

第１款 病院事業資本的収入 ２９８，８２５千円  第１款 病院事業資本的支出 ４４１，８８０千円 

第１項 企業債 １２０，２００千円  第１項 建設改良費 １２２，９７１千円 

 第２項 負担金 １７５，９２２千円  第２項 企業債償還金 ３１８，９０９千円 

 第３項 補助金 ２，７０２千円    

 第４項 寄附金 １千円  

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１４３，０５５千円は過年度分損益勘定留保資金で補てんする。 

 

- 2 - （能美市立病院事業会計）



 

 

（収     入）  （支     出） 

第２款 介護老人保健施設事業資本的収入 １千円  第２款 介護老人保健施設事業資本的支出 ４８，４４８千円 

第１項 寄附金 １千円  第１項 建設改良費 ３，１００千円 

   第２項 企業債償還金 ４５，３４８千円 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４８，４４７千円は減債積立金取崩し額１５，０００千円、過年度分損益勘定留保資金３３，４

４７千円で補てんする。 

  

（企業債）                                                     

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

（病院） 

施設整備事業 

医療機器整備事業 

 

３６，３００千円 

８３，９００千円 

 

普通貸借又は証券発行 

 

５．０％以内（ただし、

利率見直し方式で借りる

場合は、当該見直し後の

利率） 

 

政府資金については、その融資条件により、銀行その

他の場合は、その債権者と協定するものとする。ただ

し、その債権者と市財政の都合により据置期間及び償

還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換え

することができる。 

                 

（一時借入金）                                                 

第６条 一時借入金の限度額は、２００，０００千円と定める。 

 

 

 

  

- 3 - （能美市立病院事業会計）



 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）                             

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。                               

(1)病     院 職員給与費 １，２５５，９０８千円  交際費 ３４９千円 

(2)介護老人保健施設 職員給与費 ２８５，２４３千円  交際費 １４０千円 

 

（他会計からの補助金）                                            

第８条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は次のとおりである。 

(1)病     院 ４３３，０００千円  救急医療の確保に要する経費 ６０，９４１千円 

   医師等の研究研修に要する経費 ２，５１１千円 

   追加費用に要する経費 ７，６９７千円 

   児童手当に要する経費 ６，５３０千円 

   企業債償還利子に要する経費 ８，６１２千円 

   不採算地区病院の運営に要する経費 １５，４２８千円 

   高度医療に要する経費 １０９，０９９千円 

   企業債償還元金に要する経費 １７５，９２２千円 

   経営安定に要する経費 ４６，２６０千円 

 

（たな卸資産購入費の購入限度額）                                       

第９条 たな卸資産購入費の購入限度額は次のとおりと定める。 

(1)病     院 ２８８，９７６千円     

(2)介護老人保健施設 １６，１５７千円     
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（重要な資産の取得）                                          

第１０条 重要な資産の取得は次のとおりとする。 

種    類 名        称 数 量 備  考 

器械及び備品 超音波白内障手術装置 １式 市立病院 

 超音波洗浄機 １式  

 多人数用透析用監視装置 １式  

 

       平成２９年３月６日 提出        

                                                                

                               能美市長 井 出 敏 朗 
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